
臨時職員を募集します 
町では、以下のとおり臨時職員を募集します。 

【業務内容】入札参加資格申請の書類審査業務など一般事務 
（申請書類の確認及び添付資料との突合作業） 

【募集人員】１名（６５歳未満の方） 
【応募資格】心身ともに健康な方 
【勤務期間】平成２８年２月１日（月）～２月２９日（月）まで 
【勤務時間】月～金曜日（祝日を除く）原則８：３０～１７：１５ 
【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入のうえ、写真を貼

付し、１月１５日（金）までに役場総務課（４階③窓
口）に提出してください。※郵送可（締切日必着） 

【面接日】平成２８年１月２２日（金） 
※時間・場所は別途連絡します。 

【問い合わせ】〒２９９－５１９２ 
千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２ 
御宿町役場 総務課 行政班 
ＴＥＬ ６８-２５１１ 

 

町内医療機関の年末年始の診療状況 
診療予定日・・・○ 休診日・・・× 

町内医療機関
吉野外科

医院
青葉

クリニック
ラビドール
クリニック

田口整形
外科

クリニック
１２月２８日（月） ○ ○ ○ ○
１２月２９日（火） ○ × × ○
１２月３０日（水） 午前中〇 × × ×
１２月３１日（木）
 ～１月３日（日）

× × × ×

　１月　４日（月） ○ × × ○
　１月　５日（火） ○ ○ ○ ○  

※いすみ医療センターは、１２月２９日（火）～１月３日（日）の間 
休診となりますが、救急診療のため、小児科に限り以下のと
おり診療を行います。 

診療日 １２月３０日（水）、１月２日（土）
受付時間 ９：００～１６：００  

※その他夷隅郡市内では、輪番制で夜間・休日診療を行う予 
定です。 

【問い合わせ】保健福祉課 保健事業班 TEL ６８－６７１７ 
 

「御宿ふるさと民話」をご覧いただけます 
御宿町合併６０周年記念御宿町の民話伝承事業として、御宿

に伝わる１２の民話や史実、物語を「御宿ふるさと民話」として編
集し、１冊の本にまとめました。 

「御宿ふるさと民話」は、町ホームページのほか、公民館、歴
史民俗資料館の図書室でもご覧いただけます。 
【問い合わせ】総務課 行政班 ＴＥＬ ６８－２５１１ 

おおんんじじゅゅくく  
おお知知ららせせ版版  

発行日 平成２７年１２月２５日  ＮＯ．６８７ 

公民館新春コンサート 

チェンバロと巡るスペイン・アランフェスの風景 
町公民館では、チェンバロ奏者の平井み帆さんによるコンサ

ートを開催します。入場は無料です。お申し込みのうえ、ご来場
ください。 
※チェンバロは、１７～１８世紀に活躍した、ピアノに良く似た鍵盤

楽器です。今回はスペインにまつわるチェンバロ音楽、そして、
お話と映像と共に、スペインを巡る旅をお楽しみいただきます。 

【日時】１月１７日（日） １３：３０開場 １４：００開演 
【会場】町公民館 大ホール 
【定員】２５０席（申込先着順）※申込開始は１月６日（水）からです。 
【主催】御宿町 

【後援】御宿町国際交流協会 
【協力】御宿アミーゴ会 
【申込・問い合わせ】町公民館 ＴＥＬ ６８-２９４７ 
 

介護予防普及啓発事業 

「御宿町ほのぼの健康教室」を開催します 
町では介護予防の普及と啓発を目的とし、各区の集会所で

病気や食事の講話を中心に食事をしながら会話を楽しむ「御宿
町ほのぼの健康教室」を実施します。 

皆さんのご参加をお待ちしています。 
【日時・場所】１月２８日（木） 岩和田青年館 １０：３０～１３：３０ 
【対象】６５歳以上の御宿町介護保険被保険者の方 
【定員】２０名（申込先着順） 
※お弁当の注文がありますので、１月１５日（金）までにお申し込

みください。 
【参加費】６００円 
【持ち物】タオル、飲料水（水分補給） 

動きやすい服装でお越しください。 

【内容】「脳梗塞について」「食事・飲み込みについて」 
「自宅でできる予防体操」 等 

【申込・問い合わせ】保健福祉課 福祉介護班 ＴＥＬ ６８－６７１６ 
 

１月の「心配ごと相談所」開設日 
１月の心配ごと相談所は以下のとおりです。 

開設日 場所 相談内容

１月７日（木） 地域福祉センター
一般相談・行政相談
障害者相談

１月２２日（金） 地域福祉センター 一般相談・人権相談  
相談時間は９：００～１２：００です。 

【問い合わせ】町社会福祉協議会 ＴＥＬ ６８－６７２５ 

編集 御宿町企画財政課  ＴＥＬ６８－２５１２ 

http://www.town.onjuku.chiba.jp/ 

Twitter  @KohoOnjuku 

★Twitter アラートの配信を行っています★ 

１月からマイナンバーの利用が開始されます 
平成２８年１月から、町民の皆さんは、以下のような手続きを

行うときに、申請書等にマイナンバーの記載が必要となります。 
【本人確認及び番号確認】 

窓口でマイナンバーの記入等をする際は、正しい番号である
ことの確認（番号確認）と、手続きを行っている方が番号の正し
い持ち主であることの確認（本人確認）が必要になります。マイ
ナンバーを記入する手続きの際には、次の①～③のいずれか
の書類をお持ちください。 
①個人番号カード（番号確認と本人確認） 
②通知カード（番号確認）と運転免許証など（本人確認） 
③個人番号の記載された住民票の写しなど（番号確認）と運転

免許証など（本人確認） 
※運転免許証などの本人確認証の提示が困難な場合は、健康

保険の被保険者証や年金手帳など、２つ以上の書類の提示
が必要です。 

※代理人による場合は、代理権の確認書類（委任状等）、代理
人の本人確認等の書類も必要となります。 

【役場での個人番号の記載が必要な主な手続き】 
手続き 問い合わせ

転入・転居・転出などの異動

弔慰金の請求書の提出

町・県民税
町県民税申告書の提出
※平成29年度課税分（平成28年1月1日～
　　12月31日の所得）に係る申告書から適用

税務住民課　税務班
68-6692

資格取得・喪失届の提出

限度額適用認定申請書の提出

高額療養費の支給申請書の提出

母子健康手帳の交付（妊娠届）

児童手当の新規認定請求の提出

保育所への入所申し込み

福祉 身体障害者手帳の申請書の提出

資格取得・喪失届の提出

介護認定・更新・区分変更の申請

保健福祉課　福祉介護班
68-6716

介護保険

子育て

暮らし
税務住民課　住民班

68-6695

国民健康保険・
後期高齢者医療

保健福祉課　保健事業班
68-6717

 
【マイナンバー制度に関する問い合わせ】 
マイナンバー総合ダイヤル ＴＥＬ ０１２０－９５－０１７８（通話料無料）  
平日 ９：３０～２２：００ 土日祝 ９：３０～１７：３０ 
（年末年始１２月２９日～１月３日を除く） 

http://www.town.onjuku.chiba.jp/

